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運賃の上限変更認可について【しずてつジャストライン】 

 

令和６年３月２９日付けでしずてつジャストライン株式会社（静岡県静岡市）から申請のあっ

た、一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス）の運賃の上限変更認可申請について、下記のとお

り認可しましたのでお知らせいたします。 

 

１．概要 

 （１）認 可 日  令和６年９月４日（水） 

 （２）上限運賃の平均改定率 ２９．０ % 

 （３）申請理由  運賃改定による収支改善を行うことにより、輸送の安全確保維持し路線バ

ス事業の安定的な継続を図るため 

 

２．改定される実施運賃の内容 

 （１）実 施 日  令和６年１０月１日（火） 

 （２）初乗運賃  ２００円（現行１７０円） 

 （３）平均改定率 １６．８％ 

 

【主な区間にかかる片道区間運賃・1 か月通勤定期運賃・1 か月通学定期運賃】 

沿線市町 区間 

片道区間運賃 1 か月通勤定期運賃 １か月通学定期運賃 

現行運賃 改定運賃 現行運賃 改定運賃 現行運賃 改定運賃 

静岡市 静岡駅前～県立総合病院 260 円 310 円 10,920 円 13,020 円 9,360 円 10,230 円 

焼津市 焼津駅前～静岡福祉大学 330 円 380 円 13,860 円 15,960 円 11,880 円 12,540 円 

藤枝市 
藤枝駅前～ 

藤枝市立総合病院 
210 円 270 円 8,820 円 11,340 円 7,560 円 8,910 円 

島田市 

牧之原市 

島田駅南口～ 

富士山静岡空港 
550 円 600 円 22,560 円 24,360 円 18,720 円 18,120 円 

静岡市 

榛原郡吉田町 

静岡駅前～ 

吉田IC(インター)入口 
640 円 790 円 25,740 円 30,240 円 20,760 円 20,190 円 

 

その他の区間については、事業者のホームページを参照ください。 

しずてつジャストライン株式会社 https://www.justline.co.jp 

【お問合せ先】 

中部運輸局 自動車交通部 

旅客第一課 鈴木、澤田 

TEL 052-952-8035 

 



 

○申請者概要 

申請者名：しずてつジャストライン株式会社 

住  所：静岡県静岡市葵区宮前町２８番地 

代表者名：取締役社長 田中 尚弘 

従業員数：乗合部門 656 名 

資 本 金：3.5 億円 

株  主：静岡鉄道 株式会社 100%  

 

営業所数：８か所 

車両数 ：４６１両 

沿線市町：静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、榛原郡吉田町 

     掛川市、菊川市、御前崎市 

 

 

 

 

 

 

 


